
一般社団法人日本バトン協会 2024/6/28 修正 

申立に伴うフローチャート 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②申立書の提出 

③申立内容の確認 

④申立内容の通知 

⑤回答書の提出 

⑥事実確認調査 

①相談窓口 

⑦ヒアリング 

⑧ヒアリング 

⑨事実確認調査 

⑩理事会審議 

⑫処分 

⑪総会審議 

申立者 

協会 

相手方 ③倫理規程第４条該当項目の確認 

 

④締切り 2週間以内とし相手方へ発送（郵便・メール） 

※会員の方は登録メールアドレスへ送信いたします。 

⑤各項目における回答を協会へ提出（フォーム） 

⑥申立書・回答書の確認 

⑦申立者へ事実確認 

⑨倫理規程第 5条該当項目の確認 

⑩理事会において審議 

⑪解任または除名については総会にて審議 

⑬調査結果に伴う通知 

⑧申立者へ事実確認 

⑫倫理規程および会員処分規程における処分 


